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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放送信号に含まれる放送コンテンツを再生する放送コンテンツ再生装置において、
　再生対象の放送信号に含まれるトランスポートストリーム中のＮＩＤ（ネットワーク識
別子）、ＳＩＤ（サービス識別子）、またはＥＩＤ（イベント識別子）の少なくとも１つ
を含んでなる放送コンテンツ識別情報を、単一の通信パケットに組み込み、当該放送コン
テンツ識別情報を組み込んだ単一の通信パケットを、繰り返し、間欠的にブロードキャス
ト方式で送信する通信部を有することを特徴とする放送コンテンツ再生装置。
【請求項２】
　上記通信部は近距離無線方式で無線通信を行う請求項１記載の放送コンテンツ再生装置
。
【請求項３】
　上記放送コンテンツ識別情報は、少なくともその一部を圧縮されて上記単一の通信パケ
ットに組み込まれる請求項１または２のいずれかに記載の放送コンテンツ再生装置。
【請求項４】
　上記単一の通信パケットは、ブルートゥースＬＥ（ＩＥＥＥ８０２．１５．１、Ｌｏｗ
　Ｅｎｅｒｇｙを意味する。ブルートゥースは登録商標）に準拠したアドバタイズパケッ
トである請求項１～３のいずれかに記載の放送コンテンツ再生装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　この発明は、放送コンテンツ再生装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　テレビを視聴する際に、携帯電話機やタブレット・コンピュータで関連するコンテンツ
をインターネットを介して取得して閲覧できれば便利である。テレビで再生される映像や
音声の特徴やそこに埋め込まれた情報を利用してサーバ装置からコンテンツを取得できる
ようにすることが提案されている。例えば特許文献１（特開２００２－４１５６９号公報
）は、テレビ番組等で遭遇した音楽の断片を用いて商品名等の検索結果を提供することを
開示している。しかしながら、コンテンツのＵＲＬ等を取得するには、音声や映像をキャ
プチャする操作等が必要であり、そのタイミング等も含めて操作が煩雑である。
【０００３】
　煩雑な操作を伴うことなしに視聴中のテレビ受像機から視聴情報を取得し、これに基づ
いて外部のサーバからコンテンツを取得することが望まれる。
【０００４】
　なお、テレビ受像機の視聴情報を携帯電話機で取得することについては特許文献２（特
開２００６－１４１２２号公報）に記載がある。この特許文献２は、据え置き型のテレビ
受像機とテレビ視聴機能付き携帯電話機との間で近距離無線通信を行って視聴情報のやり
取りを行って、視聴環境の変化に容易に対処できるようにすることを提案している。
【０００５】
　上述の従来技術やその問題点は、この発明の背景の一部を説明するためにのみ説明して
いる。この発明は上述の従来技術や問題点に限定されるものではない点に留意されたい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－４１５６９号公報
【特許文献２】特開２００６－１４１２２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　この発明は、以上の事情を考慮してなされたものであり、煩雑な操作を伴うことなしに
視聴情報等を取得して関連するコンテンツをネットワークを介して取得できるようにする
ことを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　この発明によれば、上述の目的を達成するために、特許請求の範囲に記載のとおりの構
成を採用している。ここでは、発明を詳細に説明するのに先だって、特許請求の範囲の記
載について補充的に説明を行なっておく。
【０００９】
　すなわち、この発明の一側面によれば、上述の目的を達成するために、放送信号に含ま
れる放送コンテンツを再生する放送コンテンツ再生装置に、再生対象の放送信号に含まれ
る放送コンテンツ識別情報を、通信パケットに組み込んで間欠的にブロードキャスト方式
で送信する通信部を設けるようにしている。
【００１０】
　また、この発明の他の側面によれば、放送信号に含まれる放送コンテンツを再生する放
送コンテンツ再生装置に、再生対象の放送信号に含まれるトランスポートストリーム中の
ＮＩＤ（ネットワーク識別子）、ＳＩＤ（サービス識別子）、またはＥＩＤ（イベント識
別子）の少なくとも１つを含んでなる放送コンテンツ識別情報を、通信パケットに組み込
んで間欠的にブロードキャスト方式で送信する通信部を設けるようにしている。
【００１１】
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　さらに、この発明の他の側面によれば、放送信号に含まれる放送コンテンツを再生する
放送コンテンツ再生装置に、再生対象の放送信号に含まれるトランスポートストリーム中
のＮＩＤ（ネットワーク識別子）、ＳＩＤ（サービス識別子）、またはＥＩＤ（イベント
識別子）の少なくとも１つを含んでなる放送コンテンツ識別情報を、ブルートゥースＬＥ
（ＩＥＥＥ８０２．１５．１、ＬＥはＬｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙを意味する。ブルートゥース
は登録商標）に準拠したアドバタイズパケットに組み込んで間欠的にブロードキャスト方
式で送信する通信部を設けるようにしている。
【００１２】
　放送コンテンツ再生装置は、典型的にはテレビ受像機、ラジオ放送受信機であるけれど
も、テレビ視聴機能、ラジオ視聴機能を有する種々の装置、携帯端末（携帯電話機、タブ
レット・コンピュータを含む）を含む。放送コンテンツ識別情報は、典型的には視聴中の
放送番組の識別情報であるけれどもこれに限定されず、例えば、録画中の放送番組の識別
情報であってよく、放送伝送路（ネットワーク）、編成チャンネル（サービス）の識別子
であって良い。また、放送コンテンツ再生装置は典型的には据え置き型であるけれども、
携帯型、または非据え置き型のものであってもよい。
【００１３】
　この構成によれば、放送コンテンツ再生装置から放送コンテンツ識別情報がブロードキ
ャストされるので、これを携帯端末等の情報端末で受信してこのコンテンツに関連する外
部コンテンツをネットワークを介して簡易に取得できる。
【００１４】
　この構成において、放送コンテンツ識別情報は、ＮＩＤ（ネットワーク識別子）、ＳＩ
Ｄ（サービス識別子）、またはＥＩＤ（イベント識別子）の少なくとも１つであって良い
が、これに限定されない。上記処理対象コンテンツ識別情報は、これらの中の１つ（ＮＩ
Ｄ、ＳＩＤ、またはＥＩＤ）、または２つ以上の組み合わせ（ＮＩＤ＋ＳＩＤ、ＮＩＤ＋
ＥＩＤ、ＳＩＤ＋ＥＩＤ、またはＮＩＤ＋ＳＩＤ＋ＥＩＤ）であってよい。ＮＩＤ、ＳＩ
Ｄ、およびＥＩＤについては標準規格ＮＩＴについてＡＲＩＢ－ＳＴＤ－Ｂ１０に説明さ
れ、ＮＩＤは、第２部５．２．４、付録Ｎ　ＡＲＩＢ－ＴＲ－Ｂ１４に定義され、ＳＩＤ
は、第２部５．２．６に定義され、さらに、ＥＩＤは、第２部５．２．７に定義されてい
る。
【００１５】
　放送コンテンツ識別情報として、番組を一意に特定するＵＲＩ（例えば、サービスイン
フォーメーションＳＩから生成されたもの）を用いてもよい（Ｍ．ＭｃＲｏｂｅｒｔ，"
Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｗｉｔｈ　ＴＶＤＮＳ"、
［ｏｎｌｉｎｅ］，Ｊｕｎｅ　１２，　２０１０）。
【００１６】
　この構成において、放送コンテンツ識別情報は、ブルートゥースＬＥ（Ｌｏｗ　Ｅｎｅ
ｒｇｙ。ブルートゥースは登録商標）によりブロードキャストされて良い。ブルートゥー
スＬＥにおいては典型的にはアドバタイジングパケットを用いてデータのブロードキャス
トを行う。ブロードキャスト通信が可能であれば、その他の近距離無線方式を採用して良
い。
【００１７】
　ブルートゥースＬＥを用いたビーコンのブロードキャスト用のアドバタイジングパケッ
トは、例えば、ＵＵＩＤ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅ
ｒ、Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ　４１２３）、メージャナンバー（Ｍａ
ｊａｒ　ｎｕｍｂｅｒ）およびマイナナンバー（Ｍｉｎｏｒ　ｎｕｍｂｅｒ）を含み、メ
ージャナンバーまたはマイナナンバーの少なくとも１つが全体として処理対象放送コンテ
ンツ識別情報を含み、これは圧縮符号化されていてよい。例えば、メージャナンバーおよ
びマイナナンバーにＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤを圧縮符号化して含ませる。典型的に
はＵＵＩＤは１６バイトであり、メージャナンバーおよびマイナナンバーはそれぞれ２バ
イトである。
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【００１８】
　また、この発明の他の側面によれば、情報提供システムが、放送信号に含まれる放送コ
ンテンツを再生する放送コンテンツ再生装置、情報端末およびサーバ装置を含み、上記放
送コンテンツ再生装置は、再生対象の放送信号に含まれるトランスポートストリーム中の
ＮＩＤ（ネットワーク識別子）、ＳＩＤ（サービス識別子）、またはＥＩＤ（イベント識
別子）の少なくとも１つを含んでなる放送コンテンツ識別情報を、ブルートゥースＬＥ（
ＩＥＥＥ８０２．１５．１、ＬＥはＬｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙを意味する。ブルートゥースは
登録商標）に準拠したアドバタイズパケットに組み込んで間欠的にブロードキャスト方式
で送信する通信部を有し、上記情報端末は、上記放送コンテンツ再生装置の通信部からブ
ロードキャスト方式で送信される上記アドバタイズパケットを受信し、上記アドバタイズ
パケットから上記放送コンテンツ識別情報を取り出す識別情報受信部と、上記識別情報受
信部で取りだした上記放送コンテンツ識別情報に基づいてサーバ装置に当該放送コンテン
ツ識別情報に対応する外部コンテンツを送信するように要求する要求部と、上記サーバ装
置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、上記外部コンテンツ受信
部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有し、上記サーバ装置は、上記情報端
末の要求部からの要求を受信する受信部と、上記放送コンテンツ識別情報に対応する蓄積
中のコンテンツを上記情報端末に送信する送信部とを有する。
【００１９】
　この構成において、上記放送コンテンツ識別情報に対応する蓄積中のコンテンツは、上
記放送コンテンツに連動するコンテンツまたは上記放送コンテンツを補完するコンテンツ
であって良い。
【００２０】
　また、上記放送コンテンツ識別情報に対応する蓄積中のコンテンツは、上記放送コンテ
ンツに対応する映像情報であって良い。
【００２１】
　また、上記放送コンテンツ識別情報に対応する蓄積中のコンテンツは上記放送コンテン
ツに対応する字幕情報を含んで良い。
【００２２】
　また、情報提供システムに用いられる情報端末のプロセッサで実行されるプログラムは
、上記放送コンテンツ再生装置の通信部からブロードキャスト方式で送信される上記アド
バタイズパケットを受信し、上記アドバタイズパケットから上記放送コンテンツ識別情報
を取り出す識別情報受信部と、上記識別情報受信部で取りだした上記放送コンテンツ識別
情報に基づいてサーバ装置に当該放送コンテンツ識別情報に対応する外部コンテンツを送
信するように要求する要求部と、上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部
コンテンツ受信部と、上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提
示部として、上記プロセッサを構成して良い。
【００２３】
　また、遠隔制御信号処理機能付きのシールに、制御信号を送信する遠隔制御装置から上
記制御信号を受信する制御信号受信部と、上記制御信号の制御内容を特定する制御内容デ
ータを記憶する記憶部と、上記記憶部に記憶された上記制御内容データをブロードキャス
ト方式で通信する通信部とを設けて良い。
【００２４】
　このような遠隔制御機能付のシールにおいて、上記遠隔制御装置は遠隔制御機能を有す
る情報端末であって良い。
【００２５】
　なお、この発明は装置またはシステムとして実現できるのみでなく、方法としても実現
可能である。また、そのような発明の一部をソフトウェアとして構成することができるこ
とはもちろんである。またそのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるために用
いるソフトウェア製品もこの発明の技術的な範囲に含まれることも当然である。
【００２６】
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　以下、技術的特徴について補充的に説明する。
【００２７】
　すなわち、この技術的特徴の一側面によれば、上述の目的を達成するために、コンテン
ツ再生装置に、処理中のコンテンツに関する処理対象コンテンツ識別情報をブロードキャ
スト方式で通信する通信部を設けるようにしている。
【００２８】
　コンテンツ再生装置は放送コンテンツ再生装置を含む。放送コンテンツ再生装置は、典
型的にはテレビ受像機、ラジオ放送受信機であるけれども、テレビ視聴機能、ラジオ視聴
機能を有する種々の装置、携帯端末（携帯電話機、タブレット・コンピュータを含む）を
含み、さらに、放送番組を記録再生する録画装置等の放送番組記録再生装置も含む。放送
番組記録再生装置は、テレビ受像機に組み込まれたものでもよいし、別体のものでもよい
。処理対象放送コンテンツ識別情報は、典型的には視聴中の放送番組の識別情報であるけ
れどもこれに限定されず、例えば、録画中の放送番組の識別情報であってよく、放送伝送
路（ネットワーク）、編成チャンネル（サービス）の識別子であって良い。また、放送コ
ンテンツ再生装置は典型的には据え置き型であるけれども、携帯型、または非据え置き型
のものであってもよい。
【００２９】
　また、コンテンツ再生装置は、ＣＤやＤＶＤ等のパッケージメディアを含む非放送型の
コンテンツを再生するコンテンツ再生装置を含む。コンテンツ識別情報は、パッケージコ
ンテンツを識別する情報であり、パッケージに含まれるタイトル、チャプタ等の制御デー
タを用いて良い。
【００３０】
　この構成によれば、コンテンツ再生装置、例えば放送コンテンツ再生装置から処理対象
コンテンツ識別情報がブロードキャストされるので、これを携帯端末等の情報端末で受信
してこのコンテンツに関連する外部コンテンツをネットワークを介して簡易に取得できる
。
【００３１】
　この構成において、上記処理対象コンテンツ識別情報は、例えば、視聴対象の放送中の
放送コンテンツに関する識別情報、録画対象の放送コンテンツに関する識別情報、または
、再生対象の録画済み放送コンテンツに関する識別情報であるが、これに限定されない。
【００３２】
　この構成において、上記処理対象コンテンツ識別情報は、ＮＩＤ（ネットワーク識別子
）、ＳＩＤ（サービス識別子）、またはＥＩＤ（イベント識別子）の少なくとも１つであ
って良いが、これに限定されない。上記処理対象コンテンツ識別情報は、これらの中の１
つ（ＮＩＤ、ＳＩＤ、またはＥＩＤ）、または２つ以上の組み合わせ（ＮＩＤ＋ＳＩＤ、
ＮＩＤ＋ＥＩＤ、ＳＩＤ＋ＥＩＤ、またはＮＩＤ＋ＳＩＤ＋ＥＩＤ）であってよい。ＮＩ
Ｄ、ＳＩＤ、およびＥＩＤについては標準規格ＮＩＴについてＡＲＩＢ－ＳＴＤ－Ｂ１０
に説明され、ＮＩＤは、第２部５．２．４、付録Ｎ　ＡＲＩＢ－ＴＲ－Ｂ１４に定義され
、ＳＩＤは、第２部５．２．６に定義され、さらに、ＥＩＤは、第２部５．２．７に定義
されている。
【００３３】
　処理対象コンテンツ識別情報として、番組を一意に特定するＵＲＩ（例えば、サービス
インフォーメーションＳＩから生成されたもの）を用いてもよい（Ｍ．ＭｃＲｏｂｅｒｔ
，"Ａｕｔｏｍａｔｉｃ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ　ｗｉｔｈ　ＴＶＤＮＳ"
、［ｏｎｌｉｎｅ］，Ｊｕｎｅ　１２，　２０１０）。
【００３４】
　この構成において、上記処理対象放送コンテンツ識別情報は、ブルートゥースＬＥ（Ｌ
ｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ。ブルートゥースは登録商標）によりブロードキャストされる。ブル
ートゥースＬＥにおいては典型的にはアドバタイジングパケットを用いてデータのブロー
ドキャストを行う。ブロードキャスト通信が可能であれば、その他の近距離無線方式を採
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用して良い。
【００３５】
　ブルートゥースＬＥを用いたビーコンのブロードキャスト用のアドバタイジングパケッ
トは、例えば、ＵＵＩＤ（Ｕｎｉｖｅｒｓａｌｌｙ　Ｕｎｉｑｕｅ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅ
ｒ、Ｒｅｑｕｅｓｔ　Ｆｏｒ　Ｃｏｍｍｅｎｔｓ　４１２３）、メージャナンバー（Ｍａ
ｊａｒ　ｎｕｍｂｅｒ）およびマイナナンバー（Ｍｉｎｏｒ　ｎｕｍｂｅｒ）を含み、メ
ージャナンバーまたはマイナナンバーの少なくとも１つが全体として処理対象放送コンテ
ンツ識別情報を含み、これは圧縮符号化されていてよい。例えば、メージャナンバーおよ
びマイナナンバーにＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤを圧縮符号化して含ませる。典型的に
はＵＵＩＤは１６バイトであり、メージャナンバーおよびマイナナンバーはそれぞれ２バ
イトである。
【００３６】
　また、この技術的特徴の他の側面によれば、情報端末に：コンテンツ再生装置の通信部
からブロードキャスト方式で通信される処理中のコンテンツに関する処理対象コンテンツ
識別情報を受取る識別情報受信部と；上記識別情報受信部で受信した上記処理対象コンテ
ンツ識別情報に基づいてサーバ装置に当該処理対象コンテンツ識別情報に対応する外部コ
ンテンツを送信するように要求する要求部と；上記サーバ装置から上記外部コンテンツを
受信する外部コンテンツ受信部と；上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツ
を提示する提示部とを設けるようにしている。
【００３７】
　情報端末すなわちホスト端末は、典型的には携帯型端末であるけれども、コンテンツ再
生装置からブロードキャストされる処理対象コンテンツ識別情報を受信できる限り、携帯
に不向きなもの、例えば、据え置き型のパーソナルコンピュータや情報家庭電気製品であ
っても良い。携帯型端末すなわち移動端末は、典型的には、携帯電話機であるけれども、
携帯型コンピュータ、タブレット・コンピュータ、メディア・プレイヤ、パーソナルデジ
タルアシスタンツ、および、これら製品が実現する機能の２つ以上の組み合わせを実現す
る複合製品を含む、任意の装置であってよい。情報端末機能を有するならば、テレビ受像
機等のリモコンであってもよい。
【００３８】
　この構成によれば、コンテンツ再生装置から処理対象コンテンツ識別情報がブロードキ
ャストされるので、これを携帯端末等の情報端末で受信してこのコンテンツに関連する外
部コンテンツをネットワークを介して簡易に取得できる。
【００３９】
　この構成において、上記処理対象コンテンツ識別情報の１つに対して割り当てられてい
る複数の外部コンテンツを選択するオプションを指定するオプション指定部を、携帯端末
に設けて良い。
【００４０】
　複数の外部コンテンツは、コンテンツプロバイダごとのものでもよいし、放送伝送路中
に含まれるデータ放送コンテンツであってもよいし、関連する電子掲示板（Ｗｅｂログ、
ＳＮＳ、Ｓｏｃｉａｌ　Ｎｅｔｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅを含む）の投稿コンテン
ツ等であって良い。
【００４１】
　また、この技術的特徴のさらに他の側面によれば、情報提供システムに、情報端末およ
びサーバ装置を含ませ、上記情報端末は、コンテンツ再生装置の通信部からブロードキャ
スト方式で通信される処理中のコンテンツに関する処理対象コンテンツ識別情報を受取る
識別情報受信部と、上記識別情報受信部で受信した上記処理対象コンテンツ識別情報に基
づいてサーバ装置に当該処理対象コンテンツ識別情報に対応する外部コンテンツを送信す
るように要求する要求部と、上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コン
テンツ受信部と、上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部
とを有し、上記サーバ装置は、上記情報端末の要求部からの要求を受信する受信部と、上
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記処理対象コンテンツ識別情報に対応する蓄積中のコンテンツを上記情報端末に送信する
送信部とを有するようにしている。
【００４２】
　情報端末からの要求はネットワークを介してサーバ装置に供給されるけれども、情報端
末の指示の下でコンテンツ再生装置が要求をネットワークを介してサーバ装置に供給して
も良い。
【００４３】
　サーバ装置は、典型的にはＨＴＴＰ準拠のウェブベースのサーバ装置であるけれども、
他の通信方式に準拠した任意のサーバ装置であってもよい。
【００４４】
　この構成によれば、コンテンツ再生装置から処理対象コンテンツ識別情報がブロードキ
ャストされるので、これを携帯端末等の情報端末で受信してこのコンテンツに関連する外
部コンテンツをネットワークを介して簡易に取得できる。
【００４５】
　また、この技術的特徴の他の側面によれば、コンテンツ再生装置に制御信号を送信する
遠隔制御装置（単に「リモコン」ともいう）に、上記制御信号の制御内容を特定する制御
内容データを記憶する記憶部と、上記記憶部に記憶された上記制御内容データをブロード
キャスト方式で情報端末に通信する通信部とを設けるようにしている。
【００４６】
　制御内容はリモコンＩＤ（リモコンキー識別情報）、または他の選局データである。遠
隔制御装置は、コンテンツ再生装置を遠隔制御できるものであればどのようなものでもよ
く、遠隔制御機能を有する情報端末であっても良い。地域を特定する情報をプリセットで
きるようにし、制御内容に加えて地域特定情報を送信して良い。
【００４７】
　この構成によれば、遠隔制御装置からリモコンＩＤ等の選局データがブロードキャスト
されるので、これを携帯端末等の情報端末で受信して関連する外部コンテンツをネットワ
ークを介して簡易に取得できる。
【００４８】
　また、この技術的特徴の他の側面によれば、情報端末に：コンテンツ再生装置用遠隔制
御装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される、制御信号の制御内容を特定する
制御内容データを受取る制御内容データ受信部と；上記制御内容データ受信部で受信した
上記制御内容データに基づいてサーバ装置に当該制御内容に対応する外部コンテンツを送
信するように要求する要求部と；上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部
コンテンツ受信部と；上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提
示部とを設けている。
【００４９】
　この構成によれば、遠隔制御装置からリモコンＩＤ等の選局データがブロードキャスト
されるので、これを携帯端末等の情報端末で受信して関連する外部コンテンツをネットワ
ークを介して簡易に取得できる。
【００５０】
　また、この技術的特徴の他の側面によれば、情報提供システムに、情報端末およびサー
バ装置を含ませ、上記情報端末は、コンテンツ再生装置用遠隔制御装置の通信部からブロ
ードキャスト方式で通信される、制御信号の制御内容を特定する制御内容データを受取る
制御内容データ受信部と、上記制御内容データ受信部で受信した上記制御内容データに基
づいてサーバ装置に当該制御内容に対応する外部コンテンツを送信するように要求する要
求部と、上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、上
記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有し、上記サー
バ装置は、上記情報端末の要求部からの要求を受信する受信部と、上記制御内容に対応す
る蓄積中のコンテンツを上記情報端末に送信する送信部とを有するようにしている。
【００５１】
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　この構成によれば、遠隔制御装置からリモコンＩＤ等の選局データがブロードキャスト
されるので、これを携帯端末等の情報端末で受信して関連する外部コンテンツをネットワ
ークを介して簡易に取得できる。
【００５２】
　また、この技術的特徴の他の側面によれば、遠隔制御信号処理装置に、コンテンツ再生
装置に制御信号を送信する遠隔制御装置から上記制御信号を受信する制御信号受信部と、
上記制御信号の制御内容を特定する制御内容データを記憶する記憶部と、上記記憶部に記
憶された上記制御内容データをブロードキャスト方式で情報端末に通信する通信部とを設
けるようにしている。
【００５３】
　この構成によれば、遠隔制御装置で設定されるリモコンＩＤ等の選局データがブロード
キャストされるので、これを携帯端末等の情報端末で受信して関連する外部コンテンツを
ネットワークを介して簡易に取得できる。
【００５４】
　なお、この技術的特徴は装置またはシステムとして実現できるのみでなく、方法として
も実現可能である。また、そのような発明の一部をソフトウェアとして構成することがで
きることはもちろんである。またそのようなソフトウェアをコンピュータに実行させるた
めに用いるソフトウェア製品もこの発明の技術的な範囲に含まれることも当然である。
【００５５】
　この発明の上述の側面および他の側面は特許請求の範囲に記載され以下実施例を用いて
詳述される。
【発明の効果】
【００５６】
　この発明によれば、放送コンテンツ識別情報がブロードキャストされるので、これを携
帯端末等で受信してこのコンテンツに関連する外部コンテンツをネットワークを介して簡
易に取得できる。
【図面の簡単な説明】
【００５７】
【図１】この発明の実施例１のコンテンツ提供システムの構成例を説明するブロック図で
ある。
【図２】図１のＴＶ受信機のビーコン通信ユニットの機能ブロック図である。
【図３】図１のＴＶ受信機のビーコン通信ユニットのビーコン信号を運ぶアドバタイジン
グパケットを説明する図である。
【図４】図１のＴＶ受信機のビーコン通信ユニットのビーコン信号のフォーマット例を説
明する図である。
【図５】図１の携帯端末の構成例を説明する機能ブロック図である。
【図６】図１のコンテンツ提供システムの動作を説明する図である。
【図７】図１のＴＶ受信機の構成例を説明する図である。
【図８】図１の携帯端末の構成例を説明する図である。
【図９】この発明の実施例２のコンテンツ提供システムの構成例を説明するブロック図で
ある。
【図１０】図９の携帯端末の構成例を説明する機能ブロック図である。
【図１１】図９の携帯端末のオプション入力操作を説明する図である。
【図１２】図９の放送データ番組提供用のサーバ装置の構成例を説明する図である。
【図１３】図９の放送データ番組提供用のサーバ装置の動作を説明する図である。
【図１４】図９の放送データ番組提供用のサーバ装置の動作を説明する図である。
【図１５】図９の掲示板サービス提供用のサーバ装置の動作を説明する図である。
【図１６】掲示板サービスへのアクセス例を説明する図である。
【図１７】この発明の実施例３のコンテンツ提供システムの構成例を説明するブロック図
である。
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【図１８】この発明の実施例４のコンテンツ提供システムの構成例を説明するブロック図
である。
【図１９】実施例４の利用例を説明する図である。
【発明を実施するための形態】
【００５８】
　以下、この発明の実施例について説明する。
【００５９】
［実施例１］
　図１は、この発明をコンテンツ提供システムに適用した実施例１を全体として示してお
り、この図において、ユーザの居宅４００内にテレビ受像機１００が配置されている。テ
レビ受像機１００は、後に図７を参照して説明するように構成され、ビーコン通信ユニッ
ト１２０および視聴情報記憶部１３０を含む。ビーコン通信ユニット１２０は典型的には
テレビ受像機１００のハウジングの外面または内部に設けられるけれども、所定の回線を
通じてその外部に配置されても良い。視聴情報記憶部１３０は、典型的には、視聴中の放
送コンテンツに関する識別情報（視聴情報という）、例えば、ＮＩＤ（ネットワークＩＤ
、放送伝送路の識別子）、ＳＩＤ（サービスＩＤ、編成チャンネルの識別子）、およびＥ
ＩＤ（イベントＩＤ、番組の識別子）である。ビーコン通信ユニット１２０は、視聴情報
記憶部１３０から視聴情報を受け取ってこれを含むビーコン信号をブロードキャスト方式
で送信する。テレビ受像機１００は録画部１４０を有して良い。録画部１４０が録画中、
または再生中の放送コンテンツ（再生の場合は録画済み放送コンテンツ）に関する識別情
報を視聴情報として視聴情報記憶部１３０に記憶しても良い。録画部１４０の再生中の放
送コンテンツに関するＮＩＤ、ＳＩＤ、ＥＩＤを取得するために、これらＮＩＤ、ＳＩＤ
、ＥＩＤを録画番組に関係付けて記憶しておくことが好ましい。テレビ受像機１００は、
直接に、その操作部を操作して視聴の準備やその内容変更をしてもよいけれども、リモコ
ン（遠隔制御装置）２００を用いてテレビ受像機１００を制御して良い。携帯端末３００
は、典型的には携帯電話機であるけれども、携帯型コンピュータ、タブレット・コンピュ
ータ、メディア・プレイヤ、パーソナルデジタルアシスタンツ、および、これら製品の２
つ以上の組み合わせを含む、任意の装置であってよい。携帯端末３００はパケット通信網
等を介して、さらに、移動体通信会社の通信センタのゲートウェイ５００を介して、イン
ターネット等の通信ネットワーク６００に接続され、さらにこれを介してサーバ装置７０
０に接続可能である。携帯端末３００はテレビ受像機１００（ビーコン通信ユニット１２
０）から所定の距離範囲にあるときにその微弱電波のビーコン信号を受信可能である。ビ
ーコン信号は、典型的にはブルーツゥースＬＥ（ＩＥＥＥ８０２．１５．１）に準拠して
ブロードキャスト送信されるアドバタイジングパケットであるけれども、これに限定され
ない。
【００６０】
　テレビ受像機１００のビーコン通信ユニット１２０は例えば図３に示すアドバタイジン
グパケット（ビーコン信号ともいう）を微弱電波でブロードキャスト送信し、近距離にあ
る携帯端末３００がこれを受信する。アドバタイズングパケットは典型的には１６バイト
のＵＵＩＤ、２バイトのメージャナンバー、および２バイトのマイナナンバーを含み、具
体的には、ＵＵＩＤと、ＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤの視聴情報とを含む。すなわち、
メージャナンバーおよびマイナナンバーにＮＩＤ、ＳＩＤ、ＥＩＤが充填される。ＮＩＤ
は、放送サービスを伝送するネットワーク（伝送路：衛星、地上は中継局、変調周波数等
）の識別子であり、放送ストリームに含まれるネットワーク情報テーブルから取得できる
。ＳＩＤはＮＩＤで指定されたネットワーク内の放送サービス（いわゆる編成チャンネル
）の識別子であり、放送ストリームに含まれるサービス記述テーブルから取得できる。Ｅ
ＩＤはＳＩＤで指定された放送サービス内のイベント（いわゆる番組）を識別する情報で
あり、放送ストリームに含まれるイベント情報テーブルから取得できる。ＮＩＤ、ＳＩＤ
、ＥＩＤはそれぞれ１６ビットであるけれども、圧縮テーブル等を使用して圧縮してアド
バタイジングパケットのメージャナンバーおよびマイナナンバーに組み込まれる。一部の
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み、例えばＮＩＤ、ＳＩＤを圧縮するようにしてもよい。携帯端末３００はアドバタイジ
ングパケット中のＵＵＩＤが当該携帯端末のアプリケーションに登録されているものであ
る場合（さらにＲＳＳＩが所望の場合）、当該アドバタイジングパケットを有意に受信し
て、その視聴情報を取り出し、適宜に伸長して、サーバ装置７００にコンテンツ送信要求
を送る。サーバ装置７００はコンテンツ送信要求に含まれる視聴情報を基づいて対応する
コンテンツを取り出して携帯端末３００に供給する。この動作例については図６を参照し
て後に説明する。
【００６１】
　サーバ装置７００は、典型的には、ＨＴＴＰ準拠で送受信を行うウェブサーバであり、
種々のアプリケーションモジュールを含み、また、アプリケーションサーバやデータベー
ス管理サーバを含んで良い。
【００６２】
　図２は、テレビ受像機１００のビーコン通信ユニット１２０の機能ブロックを示し、こ
の図において、テレビ受像機１００のビーコン通信ユニット１２０は、圧縮部１２１およ
びビーコン送信部１２２を含む。ビーコン送信部１２２は、ブルーツゥースＬＥに準拠し
てアドバタイジングパケットをブロードキャスト送信するものであり、このパケットは先
に説明したようにＵＵＩＤ、メージャナンバー、およびマイナナンバーを含む（図３）。
メージャナンバー、およびマナナンバーのフィールドに圧縮されたＮＩＤ、ＳＩＤ、およ
びＥＩＤが組み込まれる（図４）。圧縮後のＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤのそれぞれの
ビット数をＢＩＴ（ＮＩＤ）、ＢＩＴ（ＳＩＤ）、ＢＩＴ（ＥＩＤ）とすると、それによ
り、２ＢＩＴ（ＮＩＤ）個のネットワーク、２ＢＩＴ（ＳＩＤ）個のサービス（編成チャ
ンネル）、２ＢＩＴ（ＥＩＤ）個の番組を特定できる。ＮＩＤおよびＳＩＤのみ圧縮して
、ＥＩＤは非圧縮でも良い。この場合、例えば、圧縮済みのＮＩＤおよびＳＩＤをメージ
ャナンバーに組み込み、非圧縮の１６ビットのＥＩＤをマイナナンバーに組み込んで良い
。圧縮部１２１は、視聴情報記憶部１３０から視聴情報（例えばＮＩＤ、ＳＩＤ、および
ＥＩＤ）を取得して圧縮テーブルを参照して圧縮しビーコン送信部１２２に供給する。
【００６３】
　図５は、携帯端末３００の機能ブロックをこの発明に関連する部分を中心にして示して
おり、この図において、携帯端末３００は、ビーコン信号受信部３０１、伸長部３０２、
コンテンツ要求部３０３、コンテンツ受信部３０４、コンテンツ提示部３０５を含む。こ
れら機能部分は図８に説明する携帯端末３００のハードウェアおよびソフトウェアを組み
合わせて形成される。ビーコン信号受信部３０１は、テレビ受像機１００のビーコン通信
ユニット１２０からブロードキャスト送信されてくるアドバタイジングパケットをブルー
トゥースＬＥに準拠して受信するものである。ビーコン信号受信部３０１は、アドバタイ
ジングパケットからＵＵＩＤ、メージャナンバーおよびマイナナンバーを取得し、さらに
その電波強度に基づいて、近接（ｉｍｍｅｄｉａｔｅ）、近い（ｎｅａｒ、例えば１ｍ以
内）、遠い（ｆａｒ、例えば１ｍ以遠）というカテゴリの距離情報（ｐｒｏｘｉｍｉｔｙ
）を取得し、所定のＵＵＩＤおよび距離情報の場合に、伸長部３０２にメージャナンバー
およびマイナナンバー（すなわち、少なくとも一部が圧縮されたＮＩＤ、ＳＩＤ、および
ＥＩＤ）に供給し、伸長部３０２は伸長テーブルを参照してＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩ
Ｄを復元してコンテンツ要求部３０３に供給する。コンテンツ要求部３０３はサーバ装置
７００にＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤを含み引数を伴ってコンテンツ送信要求を送信す
る。サーバ装置７００は典型的にはウェブサーバであるけれども、これに限定されない。
サーバ装置７００はコンテンツ送信要求に基づいて対応するコンテンツを取り出して携帯
端末３００に供給する。コンテンツはウェブ文書、音声情報、映像情報等、任意のもので
よい。コンテンツ受信部３０４はサーバ装置７００から送られてきたコンテンツを受信し
、コンテンツ提示部３０５がコンテンツを再生する。コンテンツ送信要求およびコンテン
ツは典型的にはＨＴＴＰに準拠してやりとりされるけれども、これに限定されない。なお
、圧縮された視聴情報は、サーバ装置７００で伸長されてもよいし、圧縮データと伸長デ
ータとは１対１に対応しているので圧縮したままの視聴情報でコンテンツを選択しても良
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い。この場合には携帯端末３００は伸長部３０２を用いない。また、視聴情報の総ビット
が３２ビットに満たない場合には、圧縮をする必要はないので、ビーコン通信ユニット１
２０の圧縮部１２１は不要となり、携帯端末３００の伸長部３０２も不要となる。
【００６４】
　図６はコンテンツ提供処理の全体の流れを示すものであり、この図において、テレビ受
像機１００のビーコン通信ユニット１２０がビーコン信号（アドバタイジングパケット、
図３、図４）を間欠的にブロードキャストし、これに近づいた携帯端末３００がこれを受
信し（Ｓ１０）、これに基づいてＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤを含むコンテンツ送信要
求を生成し、サーバ装置７００に送信する（Ｓ１１）。サーバ装置７００は、ＮＩＤ、Ｓ
ＩＤ、およびＥＩＤを含むコンテンツ送信要求を受信して、ＮＩＤ、ＳＩＤ、またはＥＩ
Ｄの少なくとも１つに基づいて対応するコンテンツをデータベースを参照して決定して携
帯端末３００に送信する。サーバ装置７００は、ネットワークに対応したコンテンツ、編
成チャンネルに対応したコンテンツ、番組に対応したコンテンツを送信して良く、これら
は時刻に応じて変化して良い。携帯端末３００でコンテンツの種類、例えば、ＮＩＤ、Ｓ
ＩＤ、またはＥＩＤにそれぞれ対応したコンテンツ等の指定をして、例えば、そのオプシ
ョンをコンテンツ送信要求に含ませ、所望のコンテンツを選択できるようにして良い。コ
ンテンツは典型的には番組連動データ、補完データであるけれども、これに限定されず、
ネットワーク固有のデータ、サービス固有のデータであっても良く、さきに述べたとおり
、字幕または文字スーパであってもよい。
【００６５】
　また、主たる番組のＥＩＤに基づいて関連するコマーシャル番組に対応するコンテンツ
を供給する指定を携帯端末３００で行って良い。この場合、サーバ装置７００は指定に基
づいてコマーシャル番組を特定し、そのコマーシャル番組に関連して記憶されているコン
テンツを供給して良い。
【００６６】
　図７は、テレビ受像機１００の構成例を示し、この図において、テレビ受像機１００は
、チューナ／復調部１０１、ＴＳデコーダ１０２、オーディオデコーダ１０３、ビデオデ
コーダ１０４、バス１０５、リモコンＩ／Ｆ１０６、ＣＰＵ１０７、ＲＯＭ／ＲＡＭ１０
８、ビーコン通信ユニット１２０、視聴情報記憶部１３０、録画部１４０を含んで構成さ
れている。放送信号に含まれるＴＳ（トランスポートストリーム）のＰＳＩ（プログラム
特定情報、ＮＩＴ、ＳＤＩ）を用いて、予め、プリセット値、ＮＩＤ、ＳＩＤ、局名等の
テーブルが生成され、選局操作（リモコン２００）に応じて選局されたＮＩＤおよびＳＩ
Ｄを取得できる。また、ＴＳに含まれるＳＩ（サービス情報、とくにＥＩＴ）から現時点
で使用している番組のＥＩＤを取得できる。これらＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤは視聴
情報記憶部１３０に記憶保持される。なお、視聴情報記憶部１３０はＲＯＭ／ＲＡＭ１０
８から構成されてよい。録画部１４０は典型的にはハードディスクに放送コンテンツを記
録しこれを再生するけれども、これに限定されない。録画部１４０の録画中、または再生
中のＮＩＤ、ＳＩＤ、およびＥＩＤを視聴情報（録画再生情報）として視聴情報記憶部１
３０に記録保持しても良い。録画部１４０は、録画番組についてＮＩＤ、ＳＩＤ、および
ＥＩＤを保持することが好ましい。テレビ受像機１００の視聴中の視聴情報を用いるか、
あるいは録画部１４０の録画再生情報を用いるかを選択指定できるようにしてもよい。
【００６７】
　テレビ受像機１００の代わりに録画装置（録音装置）、例えば、録画機能付きのＤＶＤ
プレーヤ、ＢＤプレーヤにビーコン通信ユニット１２０を設けて良い。
【００６８】
　図８は、携帯端末３００の構成例を示し、この図において、携帯端末３００は、処理シ
ステム３１０、メモリ３２０、入出力サブシステム３３０、高周波回路部３４０、および
音声回路部３５０を含む。構成要素の各々は、適宜、信号処理集積回路、特定用途向け集
積回路、を含むハードウェア、ソフトウェア、またはこれらを組み合わせて実現できる。
高周波回路部３４０は、他の装置に、無線リンクまたはネットワーク上で情報を送信・受
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信するのに用いられ、この機能を実行するために、アンテナ・システム、ＲＦ送受信機、
増幅器、チューナ、発振器、デジタル信号プロセッサ、ＣＯＤＥＣチップセット、メモリ
、その他の周知の回路構成を含むがこれらに限られない。高周波回路部３４０は、時分割
多重アクセス（ＴＤＭＡ）、符号分割多重接続（ＣＤＭＡ）等のモバイル通信、無線ＬＡ
Ｎ（ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｇ及び／
又はＩＥＥＥ８０２．１１Ｎ）、ブルートゥース（ＩＥＥＥ８０２．１５．１）、Ｗｉ－
ＭＡＸ（ＩＥＥＥ８０２．１６）等の通信プロトコルを利用できるけれども、これに限定
されない。音声回路部３５０は、音声スピーカ３５１とマイクロフォン３５２に連結され
る。処理システム３１０はプロセッサ３１１、メモリコントローラ３１２、周辺装置イン
ターフェース３１３を含む、メモリ３２０は、プロセッサ３１１が実行するコードやデー
タを格納する。メモリ３１０は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＦＬＡＳＨ、ディスク・ドライブ、磁
気テープ等の任意の記憶装置を含んで良い。プロセッサ３１１は、メモリ３２０に格納さ
れた多様なソフトウェア・コンポーネントを実行する。例えば、ソフトウェア・コンポー
ネントは、オペレーティング・システム３２１、通信モジール３２２、接触／動作モジュ
ール３２３、グラフィック・モジュール３２４、アプリケーション３２５、タイマ・モジ
ュール３２６、およびウェブ・ブラウザ・モジュール３２７を含む。アプリケーション３
２５は、ブラウザ、アドレス帳、電子メール、暗号化、グローバル・ポジショニング・シ
ステム（ＧＰＳ）等の位置決定能力を含む。入出力サブシステム３３０はタッチパネル３
３１等を制御する。
【００６９】
　さきに述べたように図５の各種機能は図４のハードウェア資源およびソフトウェア資源
として実現され、例えば、外部から入手可能なアプリケーション２２５をメモリ２２０に
インストールして実現できる。
【００７０】
　この実施例１のコンテンツ提供システムにおいては、視聴中、再生中、または録画中の
放送コンテンツに関連する外部コンテンツを煩雑な操作を行うことなく、取得することが
できる。また、取得するコンテンツを携帯端末３００で指定した、または予め設定したオ
プションに基づいて選別することができる。以上で実施例１の説明を終了する。
【００７１】
［実施例２］
　図９は、この発明を代替的なコンテンツ提供システムに適用した実施例２を全体として
示しており、このコンテンツ提供システムは複数のサーバ装置７００から多様なコンテン
ツを携帯端末３００に供給できるようになっている。図９において図１と対応する箇所に
は対応する符号を付してその説明を省略する。
【００７２】
　図９においては、サーバ装置７００が複数設けられ、多様なコンテンツを供給できるよ
うになっている。この例では、コンテンツプロバイダＡ（例えば広告代理店）が提供する
サーバ装置７００Ａ、コンテンツプロバイダＢが提供するサーバ装置Ｂ、放送信号に含ま
れるデータ放送番組を提供するサーバ装置７００Ｃ、および掲示板サービスを提供するサ
ーバ装置７００Ｄを含む。サーバ装置７００Ｃは字幕または文字スーパを、データ放送番
組に代えて、または、これに組み合わせて提供して良い。
【００７３】
　携帯端末３００はオプション入力部３０６を有する。
【００７４】
　図１０は、実施例２の携帯端末３００の構成例を示し、この構成ではオプション入力部
３０６が設けられている。オプション入力部３０６は例えば図１１に示すようなユーザイ
ンタフェースを用い、所望の１つを選択して多様なコンテンツのうちから１つを選択でき
る。予めオプションを設定しておき、これに基づいて自動的に選択されるようにしても良
い。サーバ装置７００は予めユーザが優先的に供給を受けるコンテンツを通常のコンテン
ツと別に登録しておき、優先的なコンテンツがある場合にはそのコンテンツを提供するよ
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うにできる。例えば、放送番組に関するコメント欄を講読契約している場合に、コンテン
ツ送信要求に含まれるＥＩＤで指定される放送番組に関するコメント欄がある場合には当
該コメント欄にＥＩＤ等を関連づけてこれを取り出し、通常のコンテンツに代えて、ある
いは、これと組み合わせて当該コメント欄をコンテンツとして供給して良い。
【００７５】
　図１２は、放送データ番組を提供するサーバ装置７００Ｃを構成する放送データ番組提
供システム８００およびその利用環境を示す。このような放送データ番組提供システムは
、特開２００５１９７９９２号公報に説明されている。
【００７６】
　図１２においては、放送データ番組提供システム８００が番組編成情報を保持し、携帯
端末３００からのコンテンツ送信要求に基づいて、例えばその時点で放映されている番組
に関連するコンテンツを送信するようにＨＴＴＰに準拠して放送データ番組提供システム
８００（サーバ装置７００Ｃ）に要求を行なう。放送データ番組提供システム８００は、
番組編成情報を保持し、この番組編成情報には番組に関連するコンテンツのアドレスが関
連付けられており（図１４）、この番組編成情報を参照して携帯端末３００に当該番組に
関連するコンテンツ（放送データ番組）を特定して送信する。携帯端末３００はＨＴＴＰ
に準拠してコンテンツを取得してそれを視聴する。コンテンツは、ＨＴＭＬ、コンパクト
ＨＴＭＬ、Ｘ－ＨＴＭＬ等種々のコンテンツフォーマットを用いることができる。
【００７７】
　なお、図１２の例では、放送番組提供システム８００にアンテナやチューナ８０１等を
設けて番組スケジュールを放送信号から取得しているけれども、代替的にはつぎのように
行うことができる。
（１）タイミング制御は端末側で行い、サーバ装置７００はいつでも端末のリスクエスト
に答えるようにする。
（２）チューナを利用せず、スケジュールファイルと時刻により連動させる。
（３）放送局側からネットワーク経由で制御する。
【００７８】
　図１２において、放送データ番組提供システム８００、携帯端末３００等が外部通信ネ
ットワーク（例えばインターネット）６００に接続されている。放送データ番組提供シス
テム８００には、ＴＶチューナカード８０１、ＳＩ／ＰＳＩデコーダ８０２、ＤＢ書き込
み部８０３、ＤＢ管理システム８０４、編成管理データベース８０５、ウェブサーバ８０
６、コンテンツサーバ８０７、ルータ８０８等が設けられ、これらがネットワーク（例え
ばＬＡＮ）８０９に接続されている。この例では、コンテンツサーバ８０７は、放送デー
タ番組提供システム８００に設けられているが、これに代えて、またはこれに加えて、放
送データ番組提供システム８００の外部に破線で示すようにコンテンツサーバを設けても
良い。なお、この図においては、ＤＮＳサーバ等は図示していない。
【００７９】
　携帯端末３００は、外部通信ネットワーク６００に直接的にまたは間接的に接続されて
ウェブサーバ８０６にコンテンツ送信要求（例えばＨＴＴＰに準拠したＧＥＴまたはＰＵ
Ｔ要求）を送り、所定のコンテンツを取得できるものであればどのようなものでもよく、
パーソナルコンピュータ、ＰＤＡ、携帯電話機、固定電話機、通信機能付のテレビジョン
受像機、セットトップボックス、その他情報家電製品であってよい。パーソナルコンピュ
ータ、ＰＤＡ、携帯電話機、固定電話機、情報家電製品等は、テレビジョン受像機能を有
していても良い。
【００８０】
　ＴＶチューナカード８０１、ＰＩ／ＰＳＩデコーダ８０２およびＤＢ書き込み部８０３
は、所定の情報機器、例えばパーソナルコンピュータに実装されてネットワーク８０８に
接続されている。これらの内の少なくとも一部は専用機器の一部として構成されていても
良い。
【００８１】
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　ＴＶチューナカード８０１は、デジタルテレビジョン放送の信号、例えば地上波デジタ
ルテレビジョン放送の信号を同調・復調するものである。
【００８２】
　ＳＩ／ＰＳＩデコーダ８０２は同調・復調された信号から番組編成情報（サービスチャ
ンネルごとの番組の開始時刻、終了時刻あるいは継続時間等）を取得するものである。よ
り具体的には、ＳＩ／ＰＳＩデコーダ８０２は、デジタルテレビジョン放送のデータ放送
のプログラムスペシフィックインフォーメーション（ＰＳＩ）をデコードして、受信可能
な編成サービスとそのパケット識別子等を取得し、これに基づいてサービスインフォーメ
ーション（ＳＩ）を取得する。サービスインフォーメーションの１つであるＥＩＴ（イベ
ントインフォーメーションテーブル）により、放送番組（イベント）のタイトル、放送日
時、放送時間、放送内容等の番組編成情報を取得する。なお、各サービスチャンネルのデ
ータ放送には、放送ネットワークに含まれる他のすべてのサービスチャンネルの番組編成
情報（全局ＥＩＴ）が送られるので、ＴＶチューナカード８０１は１つのサービスチャン
ネルを同調・復調できれば十分であるが、複数のサービスチャンネルから各局ごとの各局
ＥＩＴを取得する様にしても良い。カバーするサービスチャンネルや周波数チャンネルに
応じてＴＶチューナカード８０１やＳＩ／ＰＳＩデコーダ８０２等を適宜の数設ける必要
がある。
【００８３】
　ＤＢ書き込み部８０３は、ＳＩ／ＰＳＩデコーダ８０２から番組編成情報を取得して、
図１４に示す様な番組レコードを編成管理データベース８０５に書き込むようにＤＢ管理
システム８０４にＤＢ操作要求を送る。図１４に示す番組レコードは番組（イベント）を
特定するイベントＩＤ、および宛先ＵＲＬのフィールドを有するが、宛先ＵＲＬについて
は外部から入力されるまで未定となっている。宛先ＵＲＬは、ウェブサーバ８０６の後述
するリダイレクト機構８１０によるリダイレクト先であり、ここに放送データ番組が記憶
管理される。
【００８４】
　ＤＢ管理システム８０４は、例えば関係データベース管理システムであり、図１４に示
す様なレコードを記憶する編成管理データベース８０５を操作する。
【００８５】
　ウェブサーバ８０６は、携帯端末３００からＨＴＴＰに準拠してコンテンツ送信要求を
受信するものであり、この例では、リダイレクト機構８１０を具備している。リダイレク
ト機構８１０の詳細については図１３を参照して後に詳述する。
【００８６】
　コンテンツサーバ８０７は、この例ではリダイレクト先のウェブサーバとして構成され
る。
【００８７】
　図１３は、携帯端末３００からのコンテンツ送信要求（ＧＥＴメソッド、ＰＯＳＴメソ
ッド）の処理を説明するものである。図１３において、携帯端末３００からコンテンツ送
信要求ｘ０１がウェブサーバ８０６のリダイレクト機構８１０に送られる。この例ではリ
ダイレクト機構８１０は、ＣＧＩプログラムやｓｅｒｖｅｌｅｔプログラムにより構成さ
れるが、これに限定されない。
【００８８】
　リダイレクト機構８１０は、コンテンツ送信要求に含まれるＥＩＤを引数としてＤＢ管
理システムに検索操作を要求し、当該番組に関連するコンテンツ（放送データ番組）のＵ
ＲＬを取得する。リダイレクト機構８１０はこのＵＲＬを用いてリダイレクト先を指定す
る応答Ｘ０２を携帯端末３００に返す。携帯端末３００はリダイレクト先にコンテンツ送
信要求をＧＥＴメソッド等により送り、関連ファイルを取得する。
【００８９】
　図９の掲示板サービスを提供するサーバ装置７００Ｄは、ＮＩＤ、ＳＩＤ、ＥＩＤに基
づいて掲示板を管理するものであり、携帯端末３００からのコンテンツ送信要求に基づい
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て対応する投稿内容を閲覧することができる。図１２と同様にリダイレクト機構を用い、
てもよい。ＮＩＤ、ＳＩＤ、ＥＩＤに対応するＵＲＬを携帯端末３００に返して対応する
サーバ装置にアクセスできるようにしても良い。
【００９０】
　サーバ装置７００Ｄは、掲示板サービスを提供するサーバ装置である。掲示板サービス
は典型的にはウェブサービスとデータベース管理サービスで実現されるが、これに限定さ
れない。掲示板サービスは、ＵＲＬにより特定され、典型的にはユーザがスレッドを設定
してこれに対してさらに投稿を行なう形態となっている。
【００９１】
　携帯端末３００は、例えば、ビーコン信号から取りだしたＳＩＤに基づいて図１５に示
すＳＩＤ（編成チャンネル）と掲示板ＵＲＬとの間の関連づけテーブルに基づいて掲示板
情報を取得する。サーバ装置７００ＤがＳＩＤと掲示板ＵＲＬとの関連づけテーブルを保
持して携帯端末３００がＳＩＤを含むコンテンツ送信要求（掲示板閲覧要求）を行っても
良い。携帯端末３００はＳＩＤに代えて、またはこれに組み合わせて、ＮＩＤまたはＥＩ
Ｄを利用しても良い。
【００９２】
　なお、掲示板システムにおいて、投稿する際に、投稿するスレッドを、ＮＩＤ、ＳＩＤ
、またはＥＩＤに関連づけた識別子で指定できるようにしておき、番組表、例えば図１６
の番組のコマをクリックして（破線で囲って示す）、そのコマに関連づけられたＮＩＤ、
ＳＩＤ、またはＥＩＤに基づいてＨＴＴＰ要求を作成し該当する掲示板サイトにログイン
できるようにすることが好ましい。
【００９３】
　この実施例２によれば、携帯端末３００の利用者の操作に基づいて多様なコンテンツの
中から視聴内容に応じて所望のものを取得できる。
【００９４】
［実施例３］
　図１７は、この発明を他の代替的なコンテンツ提供システムに適用した実施例３を全体
として示しており、この実施例では、テレビジョン受像機１００を遠隔制御するリモコン
（遠隔制御装置）２００の制御内容、例えばリモコンＩＤに基づいて携帯端末３００がサ
ーバ装置７００から制御内容に応じたコンテンツを取得できるようになっている。図１７
において、リモコン２００は、テレビ受像機用のものに限定されず、ラジオ受信機等の他
のタイプの放送コンテンツ再生装置、非放送型のコンテンツを再生する再生装置を遠隔制
御するものでもよい。携帯端末３００に代えて種々の情報端末を採用して良い。図１と対
応する箇所には対応する符号を付した。
【００９５】
　図１７において、リモコン２００は、キー操作部２０５、リモコン信号送信部２１０、
リモコン信号情報記憶部２３０、ビーコン通信ユニット２２０を含む。キー操作部２０５
により選局操作するとリモコンＩＤ、ＯＮ／ＯＦＦ、音量制御等の制御内容が赤外線また
はＲＦのリモコン信号に変調されてリモコン信号送信部２１０からＴＶ受像機１００に送
信され、ＴＶ受像機１００を遠隔制御する。ＴＶ受像機１００に送信されるリモコンＩＤ
は、リモコンＩＤ記憶部にも送出されて、ここに記憶され、ビーコン信号ユニット２２０
が、これを含むビーコン信号を携帯端末３００にブロードキャスト方式で送信する。携帯
端末３００はビーコン信号からリモコンＩＤを取りだし、このリモコンＩＤに対応するコ
ンテンツをサーバ装置７００から取得する。リモコンＩＤに代えて他の選局データを用い
ても良い。リモコンＩＤと放送局（放送サービス）との関係付けは地域により異なるので
、ビーコン信号はリモコンＩＤに加えてオプションの地域特定情報を付加して良い。地域
特定情報は、リモコン２００のキー操作部２０５を用いてプリセットして良い。地域特定
情報がない場合には、携帯端末３００の位置情報を利用して放送局（放送サービス）を特
定して良い。
【００９６】
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　例えば、リモコン２００で、「１」操作キーを操作して、テレビジョン受像機１００の
選局を「Ａ放送局」に切り換えたときには、「１」のリモコンＩＤがリモコン信号情報記
憶部２３０に記憶される。ビーコン通信ユニット２２０は、リモコン信号情報記憶部２３
０から「１」のリモコンＩＤを取得し、さらにオプションの地域情報（例えば「東京都」
または「関東」を表すデータ）のプリセットデータ（リモコン２００が保持）を取得し、
これを組み合わせてビーコン信号に含ませて微弱電波でブロードキャスト送信する。携帯
端末３００はビーコン信号を受信して、リモコンＩＤおよび地域情報を抜き出し、これら
を引数としてサーバ装置７００に「放送局Ａ」に関連する外部コンテンツの送信要求を送
る。サーバ装置７００は送信要求に基づいて「放送局Ａ」に関連する外部コンテンツを携
帯端末３００に送信し、携帯端末３００は外部コンテンツを視聴・閲覧可能にする。外部
コンテンツは、要求時に応じた内容（その時点で放送されている番組に対応する内容）か
ら選択してもよい。外部コンテンツは、音声、映像、文書等、種々のものであって良い。
【００９７】
　なお、リモコン２００を通常のモードで操作して、リモコンＩＤをビーコン信号に含ま
せてブロードキャスト方式で送信する動作に加えて、キー操作やスライドスイッチの操作
で、他の補助モードに切り換えるようにし、リモコン操作を禁止し（すなわちキー操作を
してもリモコン信号が送信されないようにし）、リモコン操作とは独立にリモコンＩＤ記
憶部２３０の記憶内容をキー操作等で書き換えて、その内容をビーコン信号に含ませてブ
ロードキャスト方式で通信してもよい。この場合、リモコン操作すなわちＴＶ受像機１０
０の視聴内容と独立して特定の放送チャンネルに関する情報をサーバ装置７００から取得
できる。また、このモードで、リモコンＩＤ以外の情報、例えば、アクセス先の所定のサ
ーバ装置やアクセス先アドレスを特定する情報をキーの操作等に基づいてリモコンＩＤ記
憶部２３０に記憶させ、これをビーコン信号に含ませてブロードキャスト方式で通信して
、放送チャンネルと独立してサーバ装置やアクセス先アドレスから所定の情報を取得する
ようにしてもよい。所定の１または複数のキーに特定の１または複数のアクセス先アドレ
スがそれぞれ割り当てられ、キー操作で簡易にアクセス先アドレスをリモコンＩＤ記憶部
２３０に記憶させることができるようにしてもよい。リモコン２００でリモコン操作を再
開するにはキー操作等により、リモコン操作モードに復帰させる。なお、携帯端末３００
がリモコン機能を有する場合には、リモコン操作で送信した制御内容を用いてサーバ装置
７００からこの制御内容（リモコンＩＤ、オプションとして地域特定情報）に応じた外部
コンテンツを取得して良い。
【００９８】
［実施例４］
　図１８は、この発明を他の代替的なコンテンツ提供システムに適用した実施例４を全体
として示しており、この実施例では、リモコン信号を受信するＴＶ受像機１００とは別に
、リモコン信号処理装置９００を設けている。リモコン信号処理装置９００は、アクセサ
リ、人形、宝飾品、シール、または、時計等の実用製品として実装して良い。リモコン信
号処理装置９００は、リモコン２００からのリモコン信号を受け取ってリモコンＩＤを記
憶保持し、これを含むビーコン信号をブロードキャスト方式で携帯端末３００に送信する
ものである。実施例４では、ＴＶ受像機１００自体がビーコン信号を送信する必要がない
。リモコン２００は、図１９に示すように、好ましくは、ＴＶ受像機１００の受光部（ま
たはＲＦ受信部）１００Ａおよびリモコン信号処理装置９００の受光部（またはＲＦ受信
部）９００Ａに信号を破線の領域に実効的なレベルで照射することができる。ＴＶ受像機
１００は、リモコン２００からのリモコン信号を受け取って被制御動作を実行する。リモ
コン信号処理装置９００は、リモコン信号受信部９１０、リモコンＩＤ記憶部９３０、お
よびビーコン通信ユニット９２０を含んで構成される。リモコン信号処理装置９００のリ
モコン信号受信部９１０はリモコン２００からのリモコン信号（例えば赤外線信号）を受
信して制御データを取得し、リモコンＩＤ記憶部９３０は制御データのうちのリモコンＩ
Ｄを更新書き込み可能に記憶する。ビーコン通信ユニット９２０は、リモコンＩＤ記憶部
９３０からリモコンＩＤを読み出してこれを含むビーコン信号を携帯端末３００にブロー
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ドキャスト方式で送信する。携帯端末３００はビーコン信号からリモコンＩＤを取りだし
、このリモコンＩＤに対応するコンテンツをサーバ装置７００から取得する。リモコンＩ
Ｄに代えて他の選局データが利用できる場合にはこれを用いても良い。リモコンＩＤと放
送局（放送サービス）との関係付けは地域により異なるので、ビーコン信号はリモコンＩ
Ｄに加えてオプションの地域特定情報を付加して良い。地域特定情報は、例えば、リモコ
ン２００のキー操作により、リモコン信号のシーケンスにより、リモコン信号処理装置９
００において、予め設定できるようにして良い。リモコン信号処理装置９００自体に地域
特定情報切り換え部があってもよい。リモコン信号処理装置９００は、リモコン信号から
リモコンＩＤを成功裏に取得したときには点灯表示する等の表示部を具備して良く、例え
ば、図１９の受光部８００Ａと実質的に重なる位置に設けてよい。リモコン信号処理装置
９００は、図１９では、ＴＶ受像機１００に近接して所定の台の上に置くようにしている
けれども、ＴＶ受像機１００に、そのリモコン信号受信部１００Ａに近傍の配置で（リモ
コン信号を受信できる領域で）、取り外し可能に、または固定的に取り付けて良い。なお
、リモコン信号処理装置９００は、ＴＶ受像機１００から離して独立させて配置しても良
い。この場合、ＴＶ受像機１００の制御と重複して、リモコン２００からリモコン信号処
理装置９００に向けて形式的にリモコン信号を送信する。このリモコン信号は、ＴＶ受像
機１００の制御内容と同一内容のものが好ましいが、別の内容の制御信号でもよい。
【００９９】
　以上で実施例の説明を終了する。
【０１００】
　なお、この発明は特許請求の範囲の記載に基づいて決定されるものであり、実施例の具
体的な構成、課題、および効果には限定されない。この発明は上述の実施例に限定される
ものではなくその趣旨を逸脱しない範囲で種々変更が可能である。
【０１０１】
　以上説明した技術的特徴について以下に列挙する。
［技術的特徴１］
　処理中のコンテンツに関する処理対象コンテンツ識別情報をブロードキャスト方式で通
信する通信部を具備するコンテンツ再生装置。
［技術的特徴２］
　上記処理対象コンテンツ識別情報は、視聴対象の放送中の放送コンテンツに関する識別
情報、録画対象の放送コンテンツに関する識別情報、または、再生対象の録画済み放送コ
ンテンツに関する識別情報である技術的特徴１記載のコンテンツ再生装置。
［技術的特徴３］
　上記処理対象コンテンツ識別情報は、ＮＩＤ、ＳＩＤ、またはＥＩＤの少なくとも１つ
である技術的特徴１または２記載のコンテンツ再生装置。
［技術的特徴４］
　上記処理対象コンテンツ識別情報は、ブルートゥースＬＥ（Ｌｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ。ブ
ルートゥースは登録商標）によりブロードキャストされる技術的特徴１～３のいずれかに
記載のコンテンツ再生装置。
［技術的特徴５］
　コンテンツ再生装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される処理中のコンテン
ツに関する処理対象コンテンツ識別情報を受取る識別情報受信部と、
　上記識別情報受信部で受信した上記処理対象コンテンツ識別情報に基づいてサーバ装置
に当該処理対象コンテンツ識別情報に対応する外部コンテンツを送信するように要求する
要求部と、
　上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、
　上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有する情報
端末。
［技術的特徴６］
　携帯端末である技術的特徴５記載の情報端末。
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［技術的特徴７］
　上記処理対象コンテンツ識別情報の１つに対して割り当てられている複数の外部コンテ
ンツを選択するオプションを指定するオプション指定部をさらに有する技術的特徴５また
は６のいずれかに記載の情報端末。
［技術的特徴８］
　上記処理対象コンテンツ識別情報の１つに対して割り当てられている複数の外部コンテ
ンツは、放送中の放送コンテンツに含まれるデータコンテンツを含む技術的特徴５～７の
いずれかに記載の情報端末。
［技術的特徴９］
　上記処理対象コンテンツ識別情報の１つに対して割り当てられている複数の外部コンテ
ンツは、放送中の放送コンテンツに対応する掲示板サービスの投稿コンテンツを含む技術
的特徴５～８のいずれかに記載の情報端末。
［技術的特徴１０］
　情報端末およびサーバ装置を含む情報提供システムにおいて、
　上記情報端末は、
　コンテンツ再生装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される処理中のコンテン
ツに関する処理対象コンテンツ識別情報を受取る識別情報受信部と、
　上記識別情報受信部で受信した上記処理対象コンテンツ識別情報に基づいてサーバ装置
に当該処理対象コンテンツ識別情報に対応する外部コンテンツを送信するように要求する
要求部と、
　上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、
　上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有し、
　上記サーバ装置は、
　上記情報端末の要求部からの要求を受信する受信部と、
　上記処理対象コンテンツ識別情報に対応する蓄積中のコンテンツを上記情報端末に送信
する送信部とを有することを特徴とする情報提供システム。
［技術的特徴１１］
　コンテンツ再生装置に制御信号を送信する遠隔制御装置において、上記制御信号の制御
内容を特定する制御内容データを記憶する記憶部と、上記記憶部に記憶された上記制御内
容データをブロードキャスト方式で情報端末に通信する通信部とを具備するコンテンツ再
生装置用遠隔制御装置。
［技術的特徴１２］
　コンテンツ再生装置用遠隔制御装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される、
制御信号の制御内容を特定する制御内容データを受取る制御内容データ受信部と、
　上記制御内容データ受信部で受信した上記制御内容データに基づいてサーバ装置に当該
制御内容に対応する外部コンテンツを送信するように要求する要求部と、
　上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、
　上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有する情報
端末。
［技術的特徴１３］
　情報端末およびサーバ装置を含む情報提供システムにおいて、
　上記情報端末は、
　コンテンツ再生装置用遠隔制御装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される、
制御信号の制御内容を特定する制御内容データを受取る制御内容データ受信部と、
　上記制御内容データ受信部で受信した上記制御内容データに基づいてサーバ装置に当該
制御内容に対応する外部コンテンツを送信するように要求する要求部と、
　上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、
　上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有し、
　上記サーバ装置は、
　上記情報端末の要求部からの要求を受信する受信部と、
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　上記制御内容に対応する蓄積中のコンテンツを上記情報端末に送信する送信部とを有す
ることを特徴とする情報提供システム。
［技術的特徴１４］
　コンテンツ再生装置に制御信号を送信する遠隔制御装置から上記制御信号を受信する制
御信号受信部と、上記制御信号の制御内容を特定する制御内容データを記憶する記憶部と
、上記記憶部に記憶された上記制御内容データをブロードキャスト方式で情報端末に通信
する通信部とを具備する遠隔制御信号処理装置。
［技術的特徴１５］
　遠隔制御信号処理装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される、制御信号の制
御内容を特定する制御内容データを受取る制御内容データ受信部と、
　上記制御内容データ受信部で受信した上記制御内容データに基づいてサーバ装置に当該
制御内容に対応する外部コンテンツを送信するように要求する要求部と、
　上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、
　上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有する情報
端末。
［技術的特徴１６］
　情報端末およびサーバ装置を含む情報提供システムにおいて、
　上記情報端末は、
　遠隔制御信号処理装置の通信部からブロードキャスト方式で通信される、制御信号の制
御内容を特定する制御内容データを受取る制御内容データ受信部と、
　上記制御内容データ受信部で受信した上記制御内容データに基づいてサーバ装置に当該
制御内容に対応する外部コンテンツを送信するように要求する要求部と、
　上記サーバ装置から上記外部コンテンツを受信する外部コンテンツ受信部と、
　上記外部コンテンツ受信部が受信した外部コンテンツを提示する提示部とを有し、
　上記サーバ装置は、
　上記情報端末の要求部からの要求を受信する受信部と、
　上記制御内容に対応する蓄積中のコンテンツを上記情報端末に送信する送信部とを有す
ることを特徴とする情報提供システム。
【符号の説明】
【０１０２】
１００　　テレビ受像機
１２０　　ビーコン通信ユニット
１２１　　圧縮部
１２２　　ビーコン送信部
１３０　　視聴情報記憶部
１４０　　録画部
２００　　リモコン
３００　　携帯端末
３０１　　ビーコン信号受信部
３０２　　伸長部
３０３　　コンテンツ要求部
３０４　　コンテンツ受信部
３０５　　コンテンツ提示部
３０６　　オプション入力部
３２５　　アプリケーション
３２７　　ウェブ・ブラウザ・モジュール
３３１　　タッチパネル
４００　　居宅
５００　　ゲートウェイ
６００　　通信ネットワーク
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７００　　サーバ装置
９００　　リモコン信号処理装置
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